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甲状腺超音波検査追加検査のお知らせ
　本町では、福島第一原子力発電所の事故による子どもの健康に対する不安の軽減を図るため、昨年度に甲
状腺超音波検査を実施しました。
　今年度は、昨年度実施できなかった希望者を対象に、下表のとおり追加検査を実施します。
　また、検査結果と福島第一原子力発電所の事故における放射線の影響との関連性は、現段階においては判
定することができません。ご了承のうえ、検査を受けていただきますようお願いします。

10月20日（金） ～ 11月30日（木）

対 象 者

手 続 方 法

協力医療機関

申 請 期 間

平成29年11月１日（水） ～ 平成30年３月31日（土）検査実施期間

無料（町が全額負担）検 査 費 用

・県立中央病院（笠間市鯉淵6528）　　　　　　　　☎0296－77－1121
・水戸赤十字病院（水戸市三の丸3－12－48）　　　  ☎029－221－5177
・くぼたクリニック（常陸太田市金井町3566）　　　☎0294－72－7811
・佐藤クリニック（水戸市平須町南山2-77）　　　　 ☎029－244－1970
・那珂記念クリニック（那珂市中台745-5）　　　　  ☎029－353－2800
・水戸うちはら内科クリニック（水戸市内原2－1 イオンモール水戸内原１Ｆ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　☎029－259－1710
・みなみ赤塚クリニック（水戸市河和田町4940）　　☎029－257－6060

　常北保健福祉センターの窓口にて申請手続きをし、受診券の発行を受けてください。
なお、申請手続きには印鑑が必要となりますので、忘れずに持参してください。
　受診券の発行後、下記の協力医療機関のいずれかに各自でご予約ください。
※窓口に来庁できない場合は、書類を郵送しますので、問合せ先までご連絡ください。

・平成４年４月２日から平成23年４月１日生まれの者で、平成29年10月１日現在
　及び検査当日とも城里町に住民登録のある者（震災後の転入者も含む）
・昨年度の受診者及び甲状腺の治療を受けている者は除く

■甲状腺がんとは？　
　甲状腺がんは、人口10万人あたり年間約７人の割合で発症するとされています（地域がん登録全国推計値）。
通常は、しこり（結節）以外の症状はほとんどなく、違和感や痛み、飲み込みにくさ、声のかすれなどの症状
が出てくることがあります。

■昨年度の甲状腺超音波検査の結果
　昨年度実施した甲状腺超音波検査の結果は、
右表のとおりです。昨年度の結果では、甲状
腺がんが見つかりませんでした。
　また、最新の機器による甲状腺超音波検査
では、３mm程度の非常に小さい微細構造まで
わかります。そのため、受検者の約40～50％
の方は、精密検査の必要がない小さなしこり
やのう胞が見つかり、「要経過観察（A2判定）」
という結果になります。

※検 査 期 間：平成28年８月１日 ～ 平成29年３月31日
　総受検者数：486人

申込先・問合せ　健康保険課　健康増進グループ（常北保健福祉センター内）　☎029－240－6550（直通）
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判　定　内　容判定区分

Ｃ判定

Ｂ判定

件  数

0

13

202

271

Ａ判定

Ａ1

Ａ2

異常なし（所見なし）

小さなしこりや、のう胞はあるが、
精密検査の必要はなし
（要経過観察）

5.1mm以上のしこりや、20.1mm
以上ののう胞あり（要精密検査）

直ちに精密検査が必要


